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予 算



議案第１号

平成30年度山口県一般会計補正予算（第２号)

平成30年度山口県の一般会計補正予算（第⚒号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第⚑条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ17,780,199千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

690,855,557千円とする。

⚒ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳

出予算補正」による。

（債務負担行為の補正）

第⚒条 債務負担行為の追加及び変更は、「第⚒表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第⚓条 地方債の追加及び変更は、「第⚓表 地方債補正」による。

平 成 30年 ⚙ 月 19 日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政
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第 1表 歳入歳出予算補正 （単位 千円）

歳 入

款 項 補 正 額 補 正 前 の 額 計 備 考

7 分担金及び負担金 3,902 3,731,022 3,734,924

2 負 担 金 3,902 3,525,729 3,529,631

9 国 庫 支 出 金 9,905,671 79,278,213 89,183,884

1 国 庫 負 担 金 6,020,408 34,419,540 40,439,948

2 国 庫 補 助 金 3,885,263 43,341,135 47,226,398

12 繰 入 金 268,335 16,781,353 17,049,688

2 基 金 繰 入 金 268,335 10,613,077 10,881,412

13 繰 越 金 2,114,291 0 2,114,291

1 繰 越 金 2,114,291 0 2,114,291

15 県 債 5,488,000 82,636,000 88,124,000

1 県 債 5,488,000 82,636,000 88,124,000

歳 入 合 計 17,780,199 673,075,358 690,855,557
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歳 出

款 項 補 正 額 補 正 前 の 額 計 備 考

2 総 務 費 190,091 32,862,199 33,052,290

1 総 務 管 理 費 158,929 15,226,643 15,385,572

2 企 画 調 整 費 29,250 7,702,305 7,731,555

6 防 災 費 1,912 2,106,664 2,108,576

3 民 生 費 252,520 93,157,447 93,409,967

8 災 害 救 助 費 252,520 1,601 254,121

4 衛 生 費 9,654 20,629,127 20,638,781

1 公 衆 衛 生 費 1,462 6,723,479 6,724,941

7 保 健 所 費 4,258 2,320,171 2,324,429

8 医 薬 費 3,934 6,956,394 6,960,328

6 農 林 水 産 業 費 536,485 34,790,519 35,327,004

3 農 地 費 36,400 10,617,143 10,653,543

4 林 業 費 500,085 6,757,129 7,257,214
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7 商 工 費 223,600 55,335,807 55,559,407

2 工 鉱 業 費 223,600 51,953,723 52,177,323

8 土 木 費 4,944,450 71,295,665 76,240,115

2 道 路 橋 り ょ う 費 300,000 29,482,565 29,782,565

3 河 川 海 岸 費 4,644,450 18,892,016 23,536,466

9 警 察 費 169 39,293,269 39,293,438

2 警 察 活 動 費 169 2,577,719 2,577,888

10 教 育 費 8,342 143,886,977 143,895,319

8 社 会 教 育 費 8,342 1,549,129 1,557,471

11 災 害 復 旧 費 11,614,888 5,100,188 16,715,076

1 農林水産施設災害復
旧費 1,242,888 1,258,464 2,501,352

2 土木施設災害復旧費 10,372,000 3,681,724 14,053,724

歳 出 合 計 17,780,199 673,075,358 690,855,557

6

第 1表 歳入歳出予算補正



第 2表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項 期 間 限 度 額

１ 母子父子寡婦福祉資金に
対する利子補給

平成31年度から

平成38年度まで

⑴ 平成30年度の利子補給の対象とする融資の総額は、100,000千円とする。

⑵ 利子補給額は、年 1 ％を限度とする額とする。

２ 災害援護資金に係る市町
に対する利子補給補助金

平成30年度から

平成40年度まで

⑴ 平成30年度の利子補給補助金の対象とする融資の総額は、100,000千円とする。
⑵ 利子補給を行った市町に対する利子補給補助金は、年 3 ％を限度とする額の1/2に相当する額とす
る。
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2 変 更

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

１ 生活福祉資金に対する利
子補給

平成30年度から

平成38年度まで

⑴ 平成30年度の利子補給の対象
とする融資の総額は、5,000
千円とする。
⑵ 利子補給額は、年1.5％を限
度とする額とする。

平成30年度から

平成38年度まで

⑴ 平成30年度の利子補給の対象
とする融資の総額は、100,000
千円とする。
⑵ 利子補給額は、年1.5％を限
度とする額とする。

２ 庁舎等維持管理事業の年
度を越える工事を一括契約
すること。

（教育会館）

平成30年度から

平成31年度まで
49,658千円

平成30年度から

平成31年度まで
107,283千円
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第 3表 地 方 債 補 正 （単位 千円）

1 追 加

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

災 害 援 護 資 金 貸 付 金 100,000 証書借入又は証券発行 年8.0％以内
ただし、利率見直し
方式で借り入れる資金
について、利率の見直
しを行った後において
は、当該見直し後の利
率による。

元利均等半年賦又は元金均等半
年賦30年以内
ただし、特別のものは、借入
先と協議して定める条件によ
る。

県 営 漁 港 施 設 災 害 復 旧 事 業 1,000

計 101,000
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2 変 更

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

一 般 治 山 事 業 798,000証書借入又は
証券発行

年8.0％以内
ただし、利

率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率に
よる。

元利均等半年
賦又は元金均
等半年賦30年
以内
ただし、特
別のものは、
借入先と協議
して定める条
件による。

901,000証書借入又は
証券発行

年8.0％以内
ただし、利

率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率に
よる。

元利均等半年
賦又は元金均
等半年賦30年
以内
ただし、特
別のものは、
借入先と協議
して定める条
件による。

小 規 模 治 山 事 業 36,000 255,000

広 域 河 川 改 修 事 業 1,197,000 1,692,000

災 害 関 連 緊 急 砂 防 事 業 38,000 876,000

自然災害防止事業（砂防) 357,000 426,000

土木現年補助災害復旧事業 1,094,000 4,527,000

土木現年単独災害復旧事業 70,000 300,000

計 3,590,000 8,977,000
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議案第２号

平成30年度流域下水道事業特別会計補正予算（第１号)

平成30年度山口県の流域下水道事業特別会計補正予算（第⚑号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第⚑条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ5,628千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

1,598,567千円とする。

⚒ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第⚑表 歳入歳

出予算補正」による。

（地方債の補正）

第⚒条 地方債の変更は、「第⚒表 地方債補正」による。

平 成 30年 ⚙ 月 19日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政
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第 1表 歳入歳出予算補正 （単位 千円）

歳 入

款 項 補 正 額 補 正 前 の 額 計 備 考

1 分担金及び負担金 1,000 844,945 845,945

1 負 担 金 1,000 844,945 845,945

2 国 庫 支 出 金 3,628 252,666 256,294

1 国 庫 負 担 金 3,628 0 3,628

5 県 債 1,000 322,000 323,000

1 県 債 1,000 322,000 323,000

歳 入 合 計 5,628 1,592,939 1,598,567
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歳 出

款 項 補 正 額 補 正 前 の 額 計 備 考

1 流域下水道事業費 5,628 1,592,939 1,598,567

1 流 域 下 水 道 費 5,628 1,592,939 1,598,567

歳 出 合 計 5,628 1,592,939 1,598,567
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第 2表 地 方 債 補 正 （単位 千円）

変 更

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法

流 域 下 水 道 事 業 322,000証書借入又は
証券発行

年8.0％以内
ただし、利

率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率に
よる。

元利均等半年
賦又は元金均
等半年賦30年
以内
ただし、特
別のものは、
借入先と協議
して定める条
件による。

323,000証書借入又は
証券発行

年8.0％以内
ただし、利

率見直し方式
で借り入れる
資金につい
て、利率の見
直しを行った
後において
は、当該見直
し後の利率に
よる。

元利均等半年
賦又は元金均
等半年賦30年
以内
ただし、特
別のものは、
借入先と協議
して定める条
件による。
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議案第３号

平成30年度国民健康保険特別会計補正予算（第１号)

平成30年度山口県の国民健康保険特別会計補正予算（第⚑号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ13,600千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

142,769,648千円とする。

⚒ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第⚑表 歳入歳

出予算補正」による。

平 成 30年 ⚙ 月 19日 提 出

山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政
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第 1表 歳入歳出予算補正 （単位 千円）

歳 入

款 項 補 正 額 補 正 前 の 額 計 備 考

2 国 庫 支 出 金 13,600 34,952,745 34,966,345

2 国 庫 補 助 金 13,600 11,132,126 11,145,726

歳 入 合 計 13,600 142,756,048 142,769,648
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歳 出

款 項 補 正 額 補 正 前 の 額 計 備 考

3 後期高齢者支援金等 △13,032 16,807,906 16,794,874

1 後期高齢者支援金等 △13,032 16,807,906 16,794,874

4 前期高齢者納付金等 13,032 58,348 71,380

1 前期高齢者納付金等 13,032 58,348 71,380

9 保 健 事 業 費 13,600 0 13,600

1 保 健 事 業 費 13,600 0 13,600

歳 出 合 計 13,600 142,756,048 142,769,648

20

国民健康保険



事 件 議 決



議案第４号

平成30年度の建設事業に要する経費に関し市町が
負担すべき金額を定めることについて

下記のとおり、平成30年度の建設事業に要する経費に関し、市町が負担すべき金額を定めることについて、地方財政法

（昭和23年法律第 109 号）第27条第⚒項、土地改良法（昭和24年法律第 195 号）第91条第⚖項、道路法（昭和27年法律第

180 号）第52条第⚒項、海岸法（昭和31年法律第 101 号）第28条第⚒項、下水道法（昭和33年法律第79号）第31条の⚒第

⚒項並びに過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律第15号）第15条第⚗項の規定により、県議会の議決を求めます。

平 成 30年 ⚙ 月 19日 提 出
山 口 県 知 事 村 岡 嗣 政

記
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１ 地方財政法第27条第２項の規定によるもの （単位 千円）

事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額 事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額

県営かんがい排水改良事業 田 布 施 町 55,400 13,850

山 口 市 30,000 7,500

防 府 市 70,000 17,500

山陽小野田
市 168,000 42,000

長 門 市 88,000 22,000

下 関 市 84,000 21,000

基地障害防止対策事業 防 府 市 14,652 2,440

広域営農団地農道整備事業 岩 国 市 27,500 6,875

周防大島町 25,000 6,250

経営体育成基盤整備事業 岩 国 市 5,000 750

柳 井 市 10,000 1,500

周防大島町 7,500 1,500

田 布 施 町 20,000 5,000

周 南 市 25,000 5,000

防 府 市 38,000 7,600

長 門 市 42,000 6,300

阿 武 町 11,000 1,650

下 関 市 82,300 16,760

県営中山間地域総合整備事
業 岩 国 市 6,000 1,200

田 布 施 町 20,000 4,000

長 門 市 15,000 3,000

ふるさと農道緊急整備事業 田 布 施 町 50,000 7,500

萩 市 30,000 4,500

県営老朽ため池整備事業 山 口 市 146,200 11,446

萩 市 159,000 12,720

下 関 市 133,300 9,164

広域基幹林道開設事業 岩 国 市 70,065 3,503

周 南 市 35,000 3,500

萩 市 44,963 2,248

下 関 市 45,012 4,501

ふるさと林道緊急整備事業 岩 国 市 110,579 22,115

地域水産物供給基盤整備事
業 柳 井 市 3,750 375

田 布 施 町 500 50

下 松 市 3,150 315

光 市 750 75

周 南 市 5,850 585
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地域水産物供給基盤整備事
業 山 口 市 4,500 450

防 府 市 4,500 450

宇 部 市 19,000 1,900

長 門 市 55,000 5,500

萩 市 4,125 413

阿 武 町 875 87

下 関 市 14,000 1,400

水産資源環境整備事業 岩 国 市 334 34

柳 井 市 333 33

周防大島町 333 33

下 松 市 620 62

周 南 市 380 38

広域水産物供給基盤整備事
業 下 関 市 1,329,825 298,468

漁港漁場機能高度化事業 長 門 市 30,000 6,000

萩 市 12,500 2,500

単独漁港建設改良事業 周 南 市 2,912 1,164

長 門 市 2,912 1,164

萩 市 2,912 1,164

下 関 市 3,744 1,872

急傾斜地崩壊対策事業 岩 国 市 275,000 22,250

和 木 町 48,000 4,800

急傾斜地崩壊対策事業 柳 井 市 110,000 9,500

周防大島町 20,000 1,750

上 関 町 22,000 2,200

下 松 市 90,000 9,000

周 南 市 70,000 7,750

山 口 市 215,000 23,250

防 府 市 10,000 500

美 祢 市 90,000 10,500

山陽小野田
市 45,000 4,500

下 関 市 132,500 21,000

長 門 市 85,000 10,500

萩 市 270,000 18,250

自 然 災 害 防 止 事 業
（急 傾 斜 地） 岩 国 市 33,701 4,303

和 木 町 24,375 2,438

周防大島町 4,875 488

周 南 市 14,625 2,925

山 口 市 24,375 2,438

防 府 市 7,410 1,482

宇 部 市 17,550 3,510

下 関 市 44,850 5,460

長 門 市 20,475 2,048
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事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額 事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額

自 然 災 害 防 止 事 業
（急 傾 斜 地） 萩 市 15,600 2,145

自 然 災 害 防 止 事 業
（砂 防） 岩 国 市 4,875 487

周防大島町 9,750 975

防 府 市 19,500 1,950

美 祢 市 3,900 390

下 関 市 14,625 1,462

萩 市 4,875 487

港 湾 改 修 事 業 岩 国 市 70,000 7,000

上 関 町 15,000 3,750

下 松 市 20,000 2,000

光 市 30,000 3,000

防 府 市 310,000 31,000

宇 部 市 52,500 5,250

萩 市 99,000 24,750
港湾既存施設有効活用促進
事業 柳 井 市 28,500 7,125

周防大島町 30,000 7,500

下 松 市 64,500 16,125

周 南 市 213,200 53,300

防 府 市 18,000 4,500

宇 部 市 46,200 11,550

港湾既存施設有効活用促進
事業

山陽小野田
市 16,500 4,125

下 関 市 16,500 4,125

港 湾 環 境 整 備 事 業 防 府 市 28,000 5,600

単 独 港 湾 改 修 事 業 岩 国 市 6,175 2,470

周防大島町 2,850 1,140

平 生 町 5,700 2,280

下 松 市 6,221 2,488

周 南 市 23,750 9,500

防 府 市 11,115 4,446

宇 部 市 87,400 34,960

下 関 市 4,750 1,900

萩 市 4,750 1,900

都市計画街路整備事業 田 布 施 町 110,000 11,000

下 松 市 60,000 6,000

光 市 56,980 5,698

周 南 市 310,000 31,000

山 口 市 356,174 35,617

防 府 市 160,000 16,000
山陽小野田
市 240,000 24,000

下 関 市 44,325 4,432
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単独都市計画街路整備事業 田 布 施 町 29,250 2,925

下 松 市 19,500 1,950

光 市 9,750 975

周 南 市 156,975 15,698

山 口 市 168,987 16,899

防 府 市 88,725 8,873

山陽小野田
市 29,250 2,925

単独都市計画街路整備事業 下 関 市 113,100 11,310

萩 市 14,625 1,463

都 市 公 園 整 備 事 業 山 口 市 334,000 33,400

単独都市公園整備事業 周防大島町 2,900 290

山 口 市 75,876 7,587

萩 市 5,825 582
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２ 土地改良法第91条第６項の規定によるもの （単位 千円）

事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額 事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額

基 幹 農 道 整 備 事 業 防 府 市 20,000 2,667

経営体育成基盤整備事業 周防大島町 293,500 44,025

周 南 市 208,000 24,960

山 口 市 499,800 58,226

防 府 市 136,000 17,750

宇 部 市 59,300 6,395

美 祢 市 119,940 8,996

山陽小野田
市 33,556 4,027

長 門 市 250,000 37,500

萩 市 76,000 5,700

阿 武 町 70,000 5,250

下 関 市 335,844 39,942

県営中山間地域総合整備事
業 岩 国 市 132,000 19,550

県営中山間地域総合整備事
業 美 祢 市 190,000 25,838

長 門 市 125,000 18,750

下 関 市 120,000 12,000

県営農村振興総合整備事業 周 南 市 32,000 8,000

県営老朽ため池整備事業 光 市 30,000 3,000

山 口 市 10,000 800

防 府 市 50,000 5,000

宇 部 市 30,000 3,000

長 門 市 151,000 15,100

萩 市 24,000 2,400

阿 武 町 29,000 2,900

下 関 市 536,000 41,720

湛 水 防 除 事 業 下 関 市 64,100 5,128
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３ 道路法第52条第２項の規定によるもの （単位 千円）

事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額 事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額

交通安全施設整備事業 下 関 市 10,000 500

萩 市 10,000 500

単 独 道 路 改 良 事 業 岩 国 市 150,150 15,016

和 木 町 14,625 1,463

柳 井 市 93,600 9,069

上 関 町 2,925 146

田 布 施 町 7,800 780

平 生 町 21,450 1,073

下 松 市 32,175 2,876

光 市 28,275 2,828

単 独 道 路 改 良 事 業 周 南 市 131,375 19,707

山 口 市 265,200 29,254

防 府 市 7,800 1,170

宇 部 市 78,000 10,237

美 祢 市 85,800 4,290

山陽小野田
市 105,300 8,824

下 関 市 163,550 23,170

長 門 市 105,300 5,267

萩 市 112,225 5,613

阿 武 町 3,900 195
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４ 海岸法第28条第２項の規定によるもの （単位 千円）

事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額 事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額

県営海岸保全施設整備事業 防 府 市 4,000 400

山陽小野田
市 30,000 3,000

下 関 市 13,000 1,300

漁港海岸保全施設整備事業 周 南 市 20,000 2,000

長 門 市 5,000 500

萩 市 111,500 11,150

下 関 市 15,000 3,750

漁港海岸環境整備事業 長 門 市 10,000 1,000

高 潮 対 策 事 業 周防大島町 60,000 4,800

田 布 施 町 60,000 4,800

平 生 町 54,000 4,320

周 南 市 80,000 8,000

山 口 市 54,000 5,400

山陽小野田
市 10,000 1,000

侵 食 対 策 事 業 下 関 市 90,000 9,000

自 然 災 害 防 止 事 業
（海 岸） 周防大島町 10,725 3,217

山陽小野田
市 3,900 1,170

下 関 市 4,875 1,462

自 然 災 害 防 止 事 業
（海 岸） 長 門 市 7,800 2,340

海 岸 防 災 事 業 岩 国 市 119,800 11,980

柳 井 市 70,000 7,000

周防大島町 65,000 5,200

上 関 町 20,000 1,600

田 布 施 町 15,000 1,200

下 松 市 36,000 3,600

光 市 50,000 5,000

周 南 市 142,400 14,240

山 口 市 30,000 3,000

防 府 市 70,000 7,000

宇 部 市 36,000 3,600

山陽小野田
市 150,000 15,000

下 関 市 100,000 10,000

萩 市 40,000 4,000

単 独 海 岸 事 業 光 市 1,425 713

宇 部 市 285 143
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５ 下水道法第31条の２第２項の規定によるもの （単位 千円）

事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額 事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額

流域下水道施設維持管理事
業 岩 国 市 126,246

光 市

΅
―
`
―


554,969 336,180

周 南 市 92,543

田 布 施 町
―̈́

―`


190,025

93,581

平 生 町 96,444

流 域 下 水 道 整 備 事 業 岩 国 市 63,116 14,042

田 布 施 町 57,145 14,950

平 生 町 57,145 14,950

光 市 150,680 33,522

周 南 市 35,674 7,937
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６ 過疎地域自立促進特別措置法第15条第７項の規定によるもの （単位 千円）

事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額 事 業 名 市 町 名 事 業 費 市町負担額

過疎地域下水道代行事業 周防大島町 987,000 262,790
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